
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

担

当

課

（

室

）

の

完

了

目

次

【

正

誤

】

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

総

務

学

事

課

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

則

の

正

誤

○

〃

〃

（

県

例

規

集

登

載

）

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

更

新

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

医

師

の

指

定

及

び

辞

退

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

更

新

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

辞

退

○

土

地

改

良

事

業

の

施

行

認

可

耕

地

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

耕

地

課

岡

山

県

公

報

令和４年６月３日 第１２４０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。 

令
和
四
年
六
月
三
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 

称 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

指
定
年
月
日 

金
光
薬
局 

 

倉
敷
中
庄
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
松
島
九
七
一
―
一 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局 

倉
敷
新
田
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
新
田
三
一
四
八 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局 

倉
敷
福
島
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
黒
崎
二
八
―
三 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局 

水
島
神
田
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
神
田
一
―
五
―
一
四 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局 

新
倉
敷
西
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
新
倉
敷
駅
前
五
―
六
九 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局 

倉
敷
昭
和
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
昭
和
二
―
四
六
〇
―
二
〇 

 
 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局 

大
高
店 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
西
中
新
田
二
〇
―
一
四 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局 

新
倉
敷
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
新
倉
敷
駅
前
二
―
九
〇
―
二 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局 

児
島
柳
田
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
倉
敷
市
児
島
柳
田
町
六
一
五 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局 

倉
敷
店 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
阿
知
二
―
五
―
一
九 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局 

さ
ん
す
て
倉
敷
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
阿
知
一
―
一
―
一
さ
ん
す
て
倉
敷 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局 

倉
敷
林
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
林
五
二
三 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局 

邑
久
店 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
北
島
四
九
四
―
一 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局 

長
船
店 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

瀬
戸
内
市
長
船
町
服
部
五
二
二
―
一 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局 

金
光
店 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浅
口
市
金
光
町
佐
方
九
二
―
二 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

 
 

令和４年６月３日　岡山県公報　第１２４０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。 

令
和
四
年
六
月
三
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 

称 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

指
定
年
月
日 

お
ざ
き
薬
局 

備
前
店 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

備
前
市
西
片
上
一
一
二
〇
―
七 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

 
 

令和４年６月３日　岡山県公報　第１２４０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。 

令
和
四
年
六
月
三
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 

称 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

更
新
年
月
日 

富
永
薬
局
新
倉
敷
店 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
新
倉
敷
駅
前
三
―
一
三
七 

 
 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
六
月
一
日 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
み
つ
や
倉
敷 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
北
畝
五
―
五
―
一
一 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
六
月
一
日 

な
ご
み
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
新
倉
敷
駅
前
五
―
二
二
〇 

 
 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
六
月
一
日 

ス
マ
イ
ル
薬
局
児
島
下
の
町
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
児
島
下
の
町
五
―
二
―
一
五 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

 

令和４年６月３日　岡山県公報　第１２４０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
四
年
六
月
三
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 

称 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

辞
退
年
月
日 

玉
島
虹
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
玉
島
柏
島
五
二
〇
九
―
一 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局 

 

倉
敷
中
庄
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
松
島
九
七
一
―
一 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

金
光
薬
局 

倉
敷
新
田
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
新
田
三
一
四
八 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

金
光
薬
局 

倉
敷
福
島
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
黒
崎
二
八
―
三 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

金
光
薬
局 

水
島
神
田
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
神
田
一
―
五
―
一
四 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

金
光
薬
局 

新
倉
敷
西
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
新
倉
敷
駅
前
五
―
六
九 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

金
光
薬
局 

倉
敷
昭
和
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
昭
和
二
―
四
六
〇
―
二
〇 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

金
光
薬
局 

大
高
店 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
西
中
新
田
二
〇
―
一
四 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

金
光
薬
局 

新
倉
敷
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
新
倉
敷
駅
前
二
―
九
〇
―
二 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

金
光
薬
局 

児
島
柳
田
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
倉
敷
市
児
島
柳
田
町
六
一
五 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

金
光
薬
局 

倉
敷
店 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
阿
知
二
―
五
―
一
九 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

金
光
薬
局 

さ
ん
す
て
倉
敷
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

倉
敷
市
阿
知
一
―
一
―
一
さ
ん
す
て
倉
敷 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

金
光
薬
局 

倉
敷
林
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
敷
市
林
五
二
三 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

金
光
薬
局 

邑
久
店 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
北
島
四
九
四
―
一 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

金
光
薬
局 

長
船
店 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

瀬
戸
内
市
長
船
町
服
部
五
二
二
―
一 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

金
光
薬
局 

金
光
店 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浅
口
市
金
光
町
佐
方
九
二
―
二 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

 

令和４年６月３日　岡山県公報　第１２４０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号 

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
を
令
和
四
年
五
月
十
七
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
ま
た
、

同
項
の
指
定
を
受
け
た
次
の
医
師
に
つ
い
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
四
年
六
月
三
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

一 

指
定
し
た
医
師 

 
 

指
定
医
師
名 

 
 
 

 

診 

療 

科 

目 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

医
療
機
関
の
名
称 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 

 

秋 

山 

公 
祐 

 
 

肢
体
不
自
由 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

泉
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
社
市
小
寺
九
九
五
―
一 

和 

田 

佳 

久 
 

 
腎
臓 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

タ
カ
ヤ
ク
リ
ニ
ッ
ク 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

井
原
市
高
屋
町
三
―
二
四
―
一
〇 

山 

内 

優 

輔 
 

 
肢
体
不
自
由
・
呼
吸
器 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

社
会
医
療
法
人
清
風
会
日
本
原
病
院 

 
 
 

 
 

 

津
山
市
日
本
原
三
五
二 

廣 

田 

大 

昌 
 

 

肢
体
不
自
由 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

医
療
法
人
社
団
井
口
会
総
合
病
院
落
合
病
院 

 
 

 

真
庭
市
上
市
瀬
三
四
一 

牧 

原 

重 

喜 
 

 

肢
体
不
自
由 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

医
療
法
人
平
病
院 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

和
気
郡
和
気
町
尺
所
四
三
八 

 

横 

山 

伸 

二 
 
 

ぼ
う
こ
う
・
直
腸
、
小
腸 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

瀬
戸
内
市
立
瀬
戸
内
市
民
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
八
四
五
―
一 

二 

指
定
を
辞
退
し
た
医
師 

 
 

指
定
医
師
名 

 
 
 

 

診 

療 

科 

目 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

医
療
機
関
の
名
称 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 

 

近 

藤 

正 

貴 
 
 

肢
体
不
自
由 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

医
療
法
人
敬
和
会
近
藤
病
院 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

真
庭
市
勝
山
一
〇
七
〇 

 

岸 

本 
 

 

真 
 
 

肢
体
不
自
由 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

医
療
法
人
社
団
井
口
会
総
合
病
院
落
合
病
院 

 
 

 

真
庭
市
上
市
瀬
三
四
一 

 

三 

浦 

謙 

造 
 

 

肢
体
不
自
由
、
ぼ
う
こ
う
・
直
腸 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

瀬
戸
内
市
立
瀬
戸
内
市
民
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
八
四
五
―
一 

令和４年６月３日　岡山県公報　第１２４０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
四
年
六
月
三
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

担
当
す
る
医
療
の
種
類 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

指
定
年
月
日 

医
療
法
人
晴
風
会
三
村
医
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
北
園
町
三
五
―
五 

 
 

 
 
 

 
 

 

腎
臓 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

笠
岡
市
立
市
民
病
院 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

笠
岡
市
笠
岡
五
六
二
八
―
一 

 
 

 
 

 
 
 

腎
移
植 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

よ
り
ど
こ
ろ
薬
局 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

勝
田
郡
勝
央
町
岡
五
一
九 

 
 

 
 
 

 
 

 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

金
光
薬
局
金
光
店 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

浅
口
市
金
光
町
佐
方
九
二
―
二 

 
 
 

 
 
 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

お
ざ
き
薬
局
備
前
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

備
前
市
西
片
上
一
一
二
〇
―
七 
 

 
 

 
 
 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

城
山
薬
局 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

玉
野
市
深
井
町
一
一
―
一
三 
 

 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

令和４年６月３日　岡山県公報　第１２４０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。 

令
和
四
年
六
月
三
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

担
当
す
る
医
療
の
種
類 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

更
新
年
月
日 

す
ぎ
は
ら
薬
局
芳
井
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

井
原
市
芳
井
町
吉
井
二
五
〇 

 
 

 
 

 
 
 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

富
永
薬
局
早
島
店 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

都
窪
郡
早
島
町
早
島
一
四
七
三 

 
 
 

 
 

 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
美
の
浜 

 
 

 
 

 
 

 
 

笠
岡
市
美
の
浜
二
九
―
六
六 

 
 

 
 

 
 

 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

Ｅ
薬
局
津
山
店 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

津
山
市
河
辺
一
一
五
五
―
四
九 

 
 
 

 
 

 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
六
月
一
日 

令和４年６月３日　岡山県公報　第１２４０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。 

令
和
四
年
六
月
三
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

担
当
す
る
医
療
の
種
類 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

辞
退
年
月
日 

医
療
法
人
雄
栄
会
角
田
医
院 

 
 

 
 

 
 
 

 

総
社
市
中
央
三
―
三
―
一
一
三 

 
 
 

 
 

 

腎
臓 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
四
月
三
十
日 

城
山
薬
局 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

玉
野
市
深
井
町
一
一
―
一
三 

 
 

 
 

 
 

 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日 

金
光
薬
局
金
光
店 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

浅
口
市
金
光
町
佐
方
九
二
―
二 

 
 
 

 
 

 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

令
和
四
年
五
月
三
十
一
日 

あ
す
な
ろ
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

笠
岡
市
吉
田
三
五
―
三 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

令
和
四
年
六
月
十
五
日 

令和４年６月３日　岡山県公報　第１２４０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
規

土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。                                  

 

 
 

令
和
四
年
六
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称 

 
 

高
崎
土
地
改
良
区 

二 

地
区
名
及
び
工
種 

 
 

 

地
区
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

工 
 

種 

 
 

  

丘
２
番
川
１
―
２ 

 
 

 
 

 
 

小
規
模
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業 

三 

認
可
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
五
月
十
二
日 

 
 

 
                                                                         

   
 

令和４年６月３日　岡山県公報　第１２４０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

一
般
国
道

二

路

線

名

四
八
二
号

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

真
庭
市
蒜
山
上
徳
山
字
川
上
八
六
六
番
二
三
一

新

二
六
四
・
九

地
先
か
ら

一
二
・
八
～

真
庭
市
蒜
山
上
徳
山
字
川
上
八
六
六
番
二
四
二

五
九
・
七

地
先
ま
で

真
庭
市
蒜
山
上
徳
山
字
川
上
八
六
六
番
二
三
一

旧

二
六
四
・
九

地
先
か
ら

一
〇
・
二
～

真
庭
市
蒜
山
上
徳
山
字
川
上
八
六
六
番
二
四
二

二
二
・
二

地
先
ま
で

令和４年６月３日　岡山県公報　第１２４０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

一
般
国

四
八
二
号

真
庭
市
蒜
山
上
徳
山
字
川
上
八
六
六
番
二
三
一
地
先

令
和
四
年
六

道

か
ら

月
三
日

真
庭
市
蒜
山
上
徳
山
字
川
上
八
六
六
番
二
四
二
地
先

ま
で

令和４年６月３日　岡山県公報　第１２４０１号



〔
二
六
三
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称                                                         

 

    

勝
英
土
地
改
良
区                                                      

 

二  

認
可
年
月
日                                                         

 

    

令
和
四
年
五
月
三
十
日 

令和４年６月３日　岡山県公報　第１２４０１号



〔
二
六
四
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
中
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

高
梁
市
落
合
町
近
似

地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
四
級
基
準
点
測
量
、
現
地

測
量
、
路
線
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
四
月
十
三
日
か
ら
同

年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で 

測

量

期

間 

令和４年６月３日　岡山県公報　第１２４０１号



〔
二
六
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
上
林
字
山
本
三
一
八
―
三
、
三
一
八
―
四 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

岡
山
市
北
区
今
六
丁
目
一
一
―
二
五
シ
ャ
ー
メ
ゾ
ン
エ
ス
パ
シ
オ
二
番
館
二
〇
二
号
室 

福
岡 

正
基 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
五
六
号 

令和４年６月３日　岡山県公報　第１２４０１号



〔
四
〕
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
付
け
公
布
岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
岡
山

県
規
則
第
二
十
八
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

三
・
二

か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上

か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上

(3)

(10)

(3)

(8)

げ
、
同
４

げ
、
同
４

中
「(

8
)

」
を
「(

7
)

」

(9)

に
改
め
、
同

を
同
４

と
し
、
同

(9)

(8)

４
中

を

と
し
、
同
項
４

(10)

(9)

三
・
終
わ
り
か

一
ず
つ

三
ず
つ

ら
六

十
四
・
終
わ
り

に
次
の
一
項
を
加
え
る

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

14

か
ら
十
一

令和４年６月３日　岡山県公報　第１２４０１号


